
七
九
五

第
三
十
二
章　

議
員
会
館
及
び
議
員
宿
舎
等　
　

第
一
節　

議
員
会
館　
　

（
五
七
八
、
五
七
九
）

第
三
十
二
章　

議
員
会
館
及
び
議
員
宿
舎
等

第
一
節　

議
員
会
館

五
七
八　

議
員
会
館
の
議
員
事
務
室
は
、
議
員
一
人
一
室
と
し
、
議
員
の
職

務
遂
行
の
便
に
供
す
る

議
員
会
館
の
議
員
事
務
室
は
、
議
員
一
人
一
室
と
し
、
議
員
の
職
務
遂
行
の
便
に
供
す
る
。

各
種
団
体
の
事
務
所
又
は
新
聞
雑
誌
の
発
行
所
等
他
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
議
員
本
人
の

「
資
金
管
理
団
体
」
の
事
務
所
に
限
り
、
当
該
議
員
の
議
員
事
務
室
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
七
九　

議
員
会
館
に
自
治
委
員
会
を
置
く

議
員
会
館
の
自
治
運
営
を
図
る
た
め
、
参
議
院
議
員
会
館
運
営
規
程
を
設
け
、
委
員
二
十
五
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
自

治
委
員
会
を
置
く
。
自
治
委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

国 

第
一
三
二

一
三
二

条
の
二二



七
九
六

自
治
委
員
会
は
、
議
員
会
館
運
営
上
必
要
な
事
項
を
取
り
扱
う
。

参
照　

五
八
三
号

五
八
〇　

議
員
会
館
の
議
員
事
務
室
は
、
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委

員
会
に
お
い
て
各
会
派
に
割
り
当
て
る

議
員
会
館
の
議
員
事
務
室
は
、
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
れ
を
各
会
派
に
割
り
当
て
る
。

割
当
て
後
議
員
が
そ
の
所
属
会
派
を
変
更
し
て
も
、
当
然
に
は
議
員
事
務
室
の
割
当
て
を
変
更
し
な
い
の
を
例
と
す
る
。

既
に
割
当
て
を
受
け
た
議
員
が
議
員
事
務
室
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
属
会
派
か
ら
議
院
運
営
委
員
会

庶
務
関
係
小
委
員
会
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
は
、
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
各
会
派
に
議
員
事
務
室
を
割
り
当
て

る
が
、
こ
の
場
合
、
再
び
当
選
し
た
議
員
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
議
員
事
務
室
を
割
り
当
て
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
一
四
号
、
五
八
二
号



七
九
七

第
三
十
二
章　

議
員
会
館
及
び
議
員
宿
舎
等　
　

第
一
節　

議
員
会
館　
　

（
五
八
〇
、
五
八
一
）

第
二
節　

議
員
宿
舎　
　

（
五
八
二
）

五
八
一　

議
員
会
館
の
会
議
室
は
、
議
員
の
会
議
に
使
用
す
る

議
員
会
館
の
会
議
室
は
、
議
員
の
会
議
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
員
の
会
議
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
議
員
の
主
宰
す
る
議
員
以
外
の
者
が
出
席
す
る
会
議
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。

第
二
節　

議
員
宿
舎

五
八
二　

議
員
宿
舎
の
議
員
室
は
、
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委
員
会

に
お
い
て
各
会
派
に
割
り
当
て
る

議
員
宿
舎
と
し
て
麴
町
議
員
宿
舎
及
び
清
水
谷
議
員
宿
舎
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
議
員
室
は
、
通
常
選
挙
後
の

空
室
に
つ
い
て
、
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委
員
会
に
お
い
て
各
会
派
に
割
り
当
て
る
。

議
員
宿
舎
を
使
用
す
る
議
員
は
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委
員
会
の
決
定
す
る
使
用
料
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
第
百
二
回
国
会
昭
和
六
十
年
六
月
二
十
四
日
の
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係
小
委
員
会
に
お
い
て
、
議
員
宿
舎

入
居
基
準
に
つ
き
、
次
の
決
定
が
あ
っ
た
。



七
九
八

議
員
宿
舎
入
居
基
準

議
員
宿
舎
は
、
議
員
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
入
居
に
当
た
っ
て
は
、
都
内
及
び
そ

の
近
郊
に
お
け
る
議
員
の
住
居
の
困
窮
度
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て

入
居
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一　

都
内
及
び
そ
の
近
郊
に
住
居
を
有
す
る
場
合

二　

専
ら
家
族
又
は
秘
書
の
居
住
の
用
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

三　

 

そ
の
他
、
議
員
宿
舎
の
本
来
の
用
途
に
反
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
、
及
び
そ
の
使
用
が
著
し
く
少
な
い

場
合

参
照　

五
八
〇
号

五
八
三　

議
員
宿
舎
に
宿
舎
委
員
会
を
置
く

麴
町
議
員
宿
舎
及
び
清
水
谷
議
員
宿
舎
に
は
、
そ
の
運
営
に
関
し
協
議
す
る
た
め
そ
れ
ぞ
れ
若
干
名
の
委
員
を
も
っ
て

構
成
す
る
宿
舎
委
員
会
を
置
く
。

参
照　

五
七
九
号



七
九
九

第
三
十
二
章　

議
員
会
館
及
び
議
員
宿
舎
等　
　

第
二
節　

議
員
宿
舎　
　

（
五
八
三
）

第
三
節　

議
員
用
自
動
車　
　

（
五
八
四
、
五
八
五
）

第
三
節　

議
員
用
自
動
車

五
八
四　

役
員
及
び
特
別
委
員
長
等
に
専
用
自
動
車
を
配
属
す
る

議
長
、
副
議
長
、
仮
議
長
、
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長
、
調
査
会
長
、
憲
法
審
査
会
会
長
、
情
報
監
視
審
査
会
会
長
、

議
院
運
営
委
員
会
理
事
、
同
委
員
会
小
委
員
長
及
び
議
長
又
は
副
議
長
の
職
に
あ
っ
た
議
員
に
専
用
自
動
車
を
配
属
す

る
。

五
八
五　

各
会
派
に
自
動
車
を
配
属
す
る

各
会
派
に
自
動
車
を
配
属
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
割
当
て
は
、
会
派
の
所
属
議
員
数
（
専
用
自
動
車
を
配
属
さ
れ
た
議
員

並
び
に
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
で
あ
る
議
員
を
除
く
）
に
応
じ
て
こ
れ

を
行
う
。

参
照　

一
一
四
号



八
〇
〇

五
八
六　

議
員
の
登
院
の
た
め
、
専
用
の
バ
ス
を
運
行
す
る

議
員
の
登
院
の
た
め
、
会
期
中
議
員
宿
舎
と
の
間
に
専
用
の
バ
ス
を
運
行
す
る
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
休
日
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
及
び
休
会
中
は
運
行
し

な
い
。

休
日 
第
一
条


